
コーポレートデータ企業価値向上のための戦略百五銀行について企業価値向上のための戦略

経営基盤の強化基本方針

ガバナンス戦略・組織戦略重点戦略

経営基盤を強化し、百五銀行グループの企業価値を向上させることでステークホルダーからの期待に応えます。

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
金融界を取り巻く経営環境の変化に対応し、健全な銀行業務

を通じて社会に貢献していく姿勢を明確にするため、企業理念
を制定し、地域社会やお客さま、従業員、株主の皆さまの信頼を
得るとともに、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の一層
の向上をめざしています。
その実現に向け、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行

えるコーポレート・ガバナンス体制の仕組みとして、監査役会設
置会社を採用し、監査役会による監査機能を有効に発揮させる
とともに、独立性の高い社外取締役を複数名選任して取締役会

の監督機能を十分に発揮させることに努めています。
また、会社法にもとづき、「内部統制システムの基本方針」を
制定し、当行ならびに当行子会社からなる企業集団における業
務の適正を確保する体制を整備しています。そのほか、コーポ
レートガバナンス会議や各種委員会の設置、IR活動の充実など
についても取り組んでいます。
取り巻く経営環境が変化するなかで、コーポレート・ガバナン

スを強化・充実させていくため、今後も必要に応じて体制の見直
しを図っていきます。

コーポレート・ガバナンス体制

取締役会
取締役11名（うち社外取締役5名）で構成され、原則月1回 

開催しています。取締役会では、法令または定款に定める事項
ならびに経営の基本方針その他特に重要な事項について評議・
決定するとともに、業務の執行状況のほか、施策運営などにつ
いて報告を受け、取締役の職務の執行を監督しています。また、
執行役員制度を採用し、取締役会の監督のもと、業務執行機能
の充実を図っています。

監査役会
監査役5名（うち社外監査役3名）で構成され、原則月1回開催

しています。監査役会では、法令等に定められた事項を決議・
協議するとともに、各監査役の監査結果等について報告を受け、
取締役の職務の執行全般を監査しています。

コーポレートガバナンス会議
任意の指名・報酬委員会であるコーポレートガバナンス会議

を設置しています。社外役員による適切な関与・助言を行うこと
で取締役会の意思決定の透明性・客観性の向上に努めています。

経営会議
取締役会の下に、常勤取締役をもって構成する経営会議を 

設置し、原則週1回開催しています。経営会議では、取締役会で
決定した基本方針にもとづき、業務の執行に関する重要事項を
審議し、執行の決定を行っています。

業務監査会
取締役会の下に、常勤取締役と業務監査部長をもって構成 

する業務監査会を設置し、原則月1回開催しています。業務監査会
では、直轄の業務監査部が実施する内部監査結果の報告を受け、 
業務執行の適正性および内部監査の有効性を監視しています。

各種委員会
次の委員会を設置し、経営管理の強化・充実に努めています。

委員会名 目的

コンプライアンス委員会 法令等遵守態勢の確立

顧客保護等管理委員会 顧客の保護、利便性の向上に 
向けた改善・対応策の検討

金融円滑化委員会 中小企業者等に対する
金融円滑化の適切な遂行

ALMリスク管理委員会 経営の健全性と収益性の両面から
のポートフォリオ運営の審議

オペレーショナル・
リスク管理委員会

オペレーショナル・リスクの
極小化策の審議

ITデジタル戦略委員会 システム投資の最適化および
DXの実現

業績・報酬委員会 人事評価の納得性・公平性・
透明性の向上

SDGs推進委員会 持続可能な社会の実現への貢献

FD委員会 顧客本位の業務運営（FD）の
取組強化
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コーポレート・ガバナンスの強化
当行は、コーポレート・ガバナンスの強化に努めています。2024年6月20日現在、当行の社外役員比率は50％、女性役員は3名となっ

ており、社外役員の多様性を進めています。また、任意の指名委員会・報酬委員会である「コーポレートガバナンス会議」を設置し、取締
役会の意思決定の透明性・客観性の向上を図っています。

■社外　■社内　■女性　■男性

6人 45%

2人 1人

2人 8人

3人
5人 3人 8人

社外取締役比率

60%

社外監査役比率

50%

社外役員比率

社外役員比率 （2024年6月20日現在）

社外役員は8名全員「独立役員」

社外役員の選任・多様化

コーポレートガバナンス会議（任意の指名委員会・報酬委員会）

取締役会の意思決定

●透明性の向上
●客観性の向上

役割
以下の事項について取締役会に助言
・取締役及び監査役の候補者に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
・ その他経営（後継者育成、多様性への取組　
み等）に関する重要な事項（2024年6月20日現在）

役名 人数

社外取締役 5
社内取締役（代表取締役） 2

合　計 7

議長 社外取締役から選出

社外役員による適切な関与・助言

女性の社外取締役を新たに1名選任  社外役員の割合が全体の50%に

女性役員3名
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※  上記一覧表は、各取締役の有する専門性・経験・知見のうち、とりわけ強みのある分野・期待される分野を記載しており、各取締役の有する全ての専門性・経験・知見を表す
ものではありません。

※ 「独立」表示は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めにもとづく独立役員です。

社外取締役

氏名 性別 当行における地位
社外取締役に特に期待する分野

企業経営 金融 ESG・ 
サステナビリティ グローバル 地方創生

小林 長久  独立 男性 取締役 ● ●

川喜田 久  独立 男性 取締役 ● ●

西岡 慶子  独立 女性 取締役 ● ●

中村 篤志  独立 男性 取締役 ● ●

廣田 恵子  独立 女性 取締役 ● ●

社内取締役

氏名 性別 当行における地位

社内取締役が専門性・経験
（担当役員または所轄部署）を有する分野

経営戦略 法務・
リスク管理 人事労務 営業 市場運用 IT・

システム
伊藤 歳恭 男性 取締役会長 ● ● ●

杉浦 雅和 男性 取締役頭取 ● ● ●

山﨑 計 男性 取締役専務執行役員 ● ● ●

加藤 徹也 男性 取締役常務執行役員 ● ● ●

荒木田 豊 男性 取締役常務執行役員 ● ● ●

浦田 康寛 男性 取締役常務執行役員 ● ● ●

取締役のスキル・マトリックス

社外役員の選任理由

以下の理由により、当行の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の 
実効性強化等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役

氏名（就任年月） 選任理由 2023年度取締役会出席状況
小林 長久
（2013年6月） 長年、上場企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 14回／15回

川喜田 久
（2015年6月） 長年、民間企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 15回／15回

西岡 慶子
（2020年6月） 長年、民間企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。 15回／15回

中村 篤志
（2022年6月）

長年、生命保険会社の経営に携わり、金融業界における豊富な経験と幅広い見識を有してお
ります。 15回／15回

廣田 恵子
（2024年6月）

これまでの三重県庁における豊富な業務経験を通して、地域の実情や課題を熟知し、地方創
生にかかる経験・知見を有しております。 —

以下の理由により、取締役会、監査役会で積極的に所感または意見を述べるとともに、助言・提言を行うなど、適切に監査活動を行う
ことができると判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役

氏名（就任年月） 選任理由 2023年度取締役会・監査役会出席状況

鶴岡 信治
（2019年6月）

大学教授としての幅広い知識に加え、大学の理事および副学長を歴任し、組織運営に関する
豊富な経験と幅広い見識を有しております。

取締役会 15回／15回
監査役会 14回／14回

川端 郁子
（2019年6月）

長年、検事および弁護士として活躍し、法律の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有
しております。

取締役会 15回／15回
監査役会 14回／14回

内田 和人
（2022年6月）

長年、銀行・証券会社などの経営に携わり、金融業界における豊富な経験と財務に関する幅
広い見識等を有しております。

取締役会 15回／15回
監査役会 14回／14回

取締役会 実効性評価

【評価方法】
当行は取締役会の実効性評価を年次で実施しております。
2023年度の取締役会実効性評価については、取締役会メン

バーに対し、アンケートを配付し、その回答および意見を踏まえ、
取締役会で分析・評価を実施いたしました。

【評価結果】
その結果、多様性ある取締役会メンバーにより、それぞれの
経験・知見にもとづき多面的かつ深度ある議論がなされ、意思
決定機能および監督機能は適切に発揮されており、取締役会
は適切に運営され、実効性は確保されていることを確認いたし
ました。また、2023年度は、「サステナビリティ（ESG要素を
含む中長期的な持続可能性）を意識し、経営戦略や経営課題に
関する情報共有や議論のさらなる活性化をめざす」を課題とし
て取り組み、一定の効果があったと評価いたしました。

【今後の方針】
2024年度については、サステナビリティ（ESG要素を含む中
長期的な持続可能性）を意識し、経営戦略や経営課題に関する
情報共有や深度ある議論の充実に取り組んでいきます。

役員報酬制度
1   取締役の報酬

  　企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして支
払われるものであり、個々の取締役の報酬の決定に際して
は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と
いたします。

（1）常勤取締役の報酬
   【構成】
  　固定報酬としての確定金額報酬、業績連動型報酬ならび
に株式報酬型ストック・オプションにより構成しています。

 
  

   【種類別の報酬割合】
  　確定金額報酬：業績連動型報酬：株式報酬型ストック・オ
プション＝70：25：5（業績連動型報酬が満額支払われる場
合）を目安として、役位・職責・業績等を総合的に勘案して
決定いたします。

（2）社外取締役の報酬
  　その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うことといた
します。

（3）個人別の報酬額
  　取締役会決議にもとづき取締役頭取がその具体的内容
について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取
締役の確定金額報酬および業績連動型報酬の評価配分と
いたします。取締役会は、当該権限が取締役頭取によって
適切に行使されるよう、コーポレートガバナンス会議に諮問
し助言を得るものといたします。上記の委任を受けた取締
役頭取は当該助言の内容を尊重して決定をしなければなら
ないことといたします。なお、株式報酬型ストック・オプショ 
ンはコーポレートガバナンス会議の助言を踏まえ、取締役
会で取締役個人別の割当個数を決議いたします。取締役
の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、コーポレート
ガバナンス会議に諮問し審議・助言を得た後、取締役会の
決議を得て決定しております。

2   監査役の報酬
  　中立性および独立性を高めるため、月次で支給する確定
金額報酬のみといたします。支給時期、配分等については、
監査役の協議により決定いたします。

確定金額報酬 年間総支給額300百万円以内とし、役割
や責任に応じて月次で支給いたします。

業績連動型報酬

単年度（前年度）の業績に応じて、年１
回、定時株主総会後に支給する報酬
であり、対象となる事業年度の当期純
利益の0.9％を総支給額といたします。
ただし、その上限額は100百万円とし、
当期純利益が2,000百万円未満の場
合は支給額０円といたします。

株式報酬型
ストック・オプション

中長期の企業価値向上と株価上昇へ
の意欲や士気を高めることを目的とし
て、総割当額30百万円以内で、年１回、
新株予約権を割り当ていたします。

2023年度取締役会で議論された主な事項 【15回開催】

経営計画
• 次期中期経営計画の骨子検討
• 次期中期経営計画に向けたＤＸ戦略
• 2024年度業務計画
• PBR向上のロードマップ策定

サステナビリティに関する事項
• Scope1,2削減計画
• 人的資本経営の取組状況および開示対応
•  女性活躍推進目標に対する進捗状況 
および今後の対応方針

コーポレート・ガバナンスに関する事項
•   取締役会の実効性評価
•   政策保有株式の保有見直しおよび売却方針策定

リスク・コンプライアンスに関する事項
•  2024年度コンプライアンス活動計画策定　
•  グループリスク評価書改定
•  統合リスク管理の運営方針策定
•  年間監査計画決定
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